
胃がん検診のためのチェックリスト【都道府県用】

改定前（平成20年） 改定案 改定理由

解説：
①このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず
、実際の検診を行う個々の検診機関（医療機関）を指す。ただし医師
会等が完全に体制を統一している場合は、医師会等を1医療機関と
みなしても構わない
②都道府県が単独で実施できない項目については、関係機関（市区
町村、検診機関、医師会等）と連携して行うこと

このチェックリストをもとに調査を行う場合、都道府県が把握できない
項目については、関係機関（市区町村、検診機関、医師会等）に確認
して回答すること

平成28年に改定した検
診機関用チェックリストに
基づいて、検診機関の定
義等に関する解説を追
加した。

１．生活習慣病検診等管理指導協議会の組織・運営 １．生活習慣病検診等管理指導協議会の組織・運営

(1) 胃がん部会は、保健所、医師会、日本消化器がん検診学
会に所属する学識経験者、臨床検査技師等胃がん検診に係
わる専門家によって構成されているか

(1)胃がん部会は、保健所、医師会及び日本消化器がん検診学会等
に所属する学識経験者、臨床検査技師、診療放射線技師等胃がん
検診に係る専門家によって構成されているか

胃エックス線検診には診
療放射線技師も携わる
ため追加した。

(2) 胃がん部会は、市町村が策定した検診結果について検診
が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検診実施
機関、精密検査機関等と調整を行っているか

(2) 胃がん部会は、市区町村が策定した検診実施計画/検診体制等
について検診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検
診実施機関、精密検査機関等と調整を行っているか

「市区町村用チェックリス
ト」と表記を揃えるため、
「市区町村」、「検診機関
」で統一（以下同様）

(3) 年に1回以上、定期的に胃がん部会を開催しているか (3) 年に1回以上、定期的に胃がん部会を開催しているか

(4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診等従事者講習会
を開催しているか

(4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診等従事者講習会を開催
しているか

２．受診者の把握 ２．受診者数・受診率の集計

(1) 対象者数（推計を含む）を把握しているか (1)対象者数（推計でも可）を把握しているか

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(2) 受診者数を把握しているか (2)受診者数・受診率を集計しているか

(2-a) 受診者数（率）を性別・年齢階級別に集計しているか (2-a) 受診者数・受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(2-b) 受診者数（率）を市町村別に集計しているか (2-b) 受診者数・受診率を市区町村別に集計しているか

(2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか (2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか

(2-d) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1) (2-d) 変更なし

３．要精検率の把握 ３．要精検率の集計

(1) 要精検率を把握しているか (1) 要精検率を集計しているか
注2）

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(1-a) 要精検率を性別・年齢階級別に集計しているか (1-a) 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか
注2）

(1-b) 要精検率を市町村別に集計しているか (1-b) 要精検率を市区町村別に集計しているか
注2）

(1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか (1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか
注2）

(1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1)

(1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1,2)

４．精検受診率の把握 ４．精検受診率の集計

(1) 精検受診率を把握しているか (1) 精検受診率を集計しているか

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(1-a) 精検受診率を性別・年齢階級別に集計しているか (1-a) 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) 精検受診率を市町村別に集計しているか (1-b) 精検受診率を市区町村別に集計しているか

(1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか (1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか

(1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(2) 精検未把握率を把握しているか
注2) (2) 精検未受診率と未把握率を定義に従って区別して集計している

か
注3)
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５．精密検査結果の把握 ５．精密検査結果の集計

(1) がん発見率を把握しているか (1) 胃がん発見率を集計しているか ・「市区町村用チェックリ
スト」の文言と統一した
・がん検診の対象は当該
臓器のみであることを強
調するため、「〇〇がん」
の表記で統一した（以下
同様）。

(1-a) がん発見率を性別・年齢階級別に集計しているか (1-a) 胃がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) がん発見率を市町村別に集計しているか (1-b) 胃がん発見率を市区町村別に集計しているか

(1-c) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか (1-c)胃 がん発見率を検診実施機関別に集計しているか

(1-d) がん発見率を受診歴別
注1）

に集計しているか (1-d) 胃がん発見率を過去の受診歴別に集計しているか
注1）

(2) 早期がん割合（発見がん数に対する早期がん数）を把握し
ているか

(2) 早期がん割合（胃がん発見数に対する早期がん数）を集計してい
るか

「市区町村チェックリスト」
の文言と統一した

(2-a) 粘膜内がんを区別しているか 下へ移動

(2-b) 早期がん割合を性別・年齢階級別に集計しているか (2-a) 早期の胃がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(2-c) 早期がん割合を市町村別に集計しているか (2-b)早期の胃がん割合を市区町村別に集計しているか

(2-d) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか （2-c)早期の胃がん割合を検診実施機関別に集計しているか

(2-e) 早期がん割合を受診歴別
注1）

に集計しているか (2-d)早期の胃がん割合を過去の受診歴別に集計しているか
注1）

(2-e)早期胃がんのうち、粘膜内がん数を区別して集計しているか

(3) 陽性反応適中度を把握しているか

削除

陽性反応適中度は国の
基準値設定の対象から
外れるため(予定）、チェ
ックリストからも削除した

(3-a) 陽性反応適中度を性別・年齢階級別に集計しているか

(3-b) 陽性反応適中度を市町村別に集計しているか

(3-c) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか

(3-d) 陽性反応適中度を受診歴別
注1）

に検討しているか

(4) 発見胃がんについて追跡調査を実施しているか

下段へ移動

発見がんの詳細な調査
について、「地域保健・健
康増進事業報告」を超え
るものは「７．追加調査」
に移した

(4-a) 発見胃がんの追跡所見・病理所見について把握している
か
(4-b) 発見胃がんの予後調査（生存率・死亡率の分析など）を
実施しているか

６．偶発症の把握

(1)検診中/検診後の重篤な偶発症を把握しているか

※入院治療を要するものとする（例：消化管穿孔、腸閉塞、薬剤やバ
リウムに対する過敏症またはショック、輸血や止血処置を伴う消化管
出血、検査中の転倒による骨折等）。

・現行の「８．不利益
の調査」から偶発症に
関する項目を独立させ
た。

・項目内容は「地域保
健・健康増進事業報告
」作成要領を基にした
。

(2)検診中/検診後の偶発症による死亡を把握しているか

※がんの見逃しによるものを除く

(3)精密検査中/精密検査後の重篤な偶発症を把握しているか

※入院治療を要するものとする（例：消化管穿孔、前投薬に対する過
敏症またはショック、鎮静剤等による重篤な呼吸抑制や意識障害、輸
血や止血処置を伴う消化管出血等）。

(4)精密検査中/精密検査後の偶発症による死亡を把握しているか

※がんの見逃しによるものを除く。
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７．追加調査

(1)発見胃がんの病期/進行度・組織型・治療法について把握している
か

現時点で都道府県が実施
可能な必要最低限の項目
に限定した。全都道府県
でのがん登録の活用はま
だ難しく、まずは体制整備
が必要である。この点は
今後国からも支援が必要
である。

(2)がん登録を活用して、感度・特異度の算出や、予後調査ができる
ような体制を作っているか

６．偽陰性例（がん）の把握

削除

がん登録データの活用
は偽陰性把握の手法の
一つである。また現時点
では、実際にがん登録を
精度管理に活用出来る
県は限られている。さら
に偽陰性の定義が統一
されていない。

このような状況では本項
目群が「全都道府県が
行うべき最低限の精度
管理事項」とはまだ言え
ないため、チェックリスト
から削除した。
代替項目として「７．追加
調査（2）」を新設した。

(1) 受診者の追跡調査や地域がん登録等により、検診受診後
の胃がんを把握しているか

(2) 検診受診後1年未満に発見された胃がん（偽陰性例）を把
握しているか

(3) 検診受診後1年以上経過してから発見された胃がんを把握
しているか

７．がん登録への参加（実施地域のみ）

(1) 地域がん登録を実施しているか

(2) 地域がん登録に対して、症例を提供しているか

(3) 偽陰性例の把握のために、地域がん登録のデータを活用
しているか

(4) 予後の追跡のために、地域がん登録のデータを活用してい
るか

８．不利益の調査

(1) 検診受診後6ヶ月（1年）以内の死亡者を把握しているか

上段に移動

(2) 精密検査による偶発症を把握しているか

(2-a) 消化管穿孔例を把握しているか

(2-b) その他の重要な偶発症（輸血や手術を要する消化管出
血等）を把握しているか

９．事業評価に関する検討 ８．精度管理評価に関する検討

(1) チェックリストに基づく検討を実施しているか

削除（下段のとおり、構成も含めて全面改定）

(1-a) 個々の市町村のチェックリストについて把握・検討しているか

(1-b) 個々の検診実施機関のチェックリストについて把握・検討しているか

(2) 要精検率等のプロセス指標に基づく検討を実施しているか

(2-a) プロセス指標について、全国数値との比較や、各市町村間、検診実
施機関間でのばらつきの確認等の検証を実施しているか

(2-b) プロセス指標において問題が認められた市町村から、聞き取り調査
等を実施しているか

(2-c) プロセス指標において問題が認められた検診実施機関から、聞き
取り調査等を実施しているか

(3) チェックリストやプロセス指標において問題が認められた検診実施機
関に対して、実地による調査・指導等を実施しているか

(4) 実地調査等により不適正な検診実施機関が認められた場合には、市
町村に対して委託先の変更を助言するなど、適切に対応しているか
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(1)精度管理評価を行っているか

がん部会の役割や具体
的な実施事項について
は、国の指針等を基に厚
労省研究班で議論し項
目化した。

精度管理評価の具体的
実施事項については、「
市町村用チェックリスト」
の構成や文言と齟齬が
ないようにした。

(1-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って

いるか
注4)

(1-b) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って

いるか
注4)

(1-c) 市区町村毎のプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
注4)

(1-d) 検診機関毎のプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
注4)

(2)評価の低い、もしくは指標に疑義（※）のある市区町村や検診機関
に、聞き取り調査や現場訪問を行って、原因を検討しているか

※チェックリストの回答やプロセス指標値に疑問がある場合など。

(3)上記の評価結果を踏まえて、精度管理上の課題と改善策を策定し
ているか

(4)評価手法や評価結果の解釈、聞き取り調査の方針、改善策の内
容等についてがん部会に諮り、具体的な助言を受けているか

１０．事業評価の結果に基づく指導・助言 ９．評価と改善策のフィードバック（指導・助言）

(1) 事業評価の結果に基づき、指導・助言等を実施しているか

削除（構成含めて全面改定）

(1-a) 事業評価の結果を報告書に取りまとめ、市町村や検診実施機関に
配布しているか

(1-b) 事業評価の結果について、市町村や検診実施機関に対する説明会
を開催しているか

(1-c) 事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対して個別の
指導・助言を実施しているか

(1)市区町村に精度管理評価を個別にフィードバックしているか
注5)

がん部会の役割や具体
的な実施事項について
は、国の指針等を基に厚
労省研究班で議論し項
目化した。

具体的なフィードバック
事項については、「市町
村用チェックリスト」の構
成や文言を基にした。

(1-a)「市区町村用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5)

(1-b)市区町村毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5)

(1-c)精度管理に課題のある市区町村に改善策をフィードバックして

いるか
注5）

(2)検診機関に精度管理評価を個別にフィードバックしているか
注5)

(2-a)「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5)

(2-b)検診機関毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5）

(2-c)精度管理に課題のある検診機関に改善策をフィードバックして

いるか
注5）

(3)フィードバックの手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助
言を受けているか

（4）前年度までにフィードバックした改善策の実行状況について、市
区町村/検診機関への聞き取り調査等により確認しているか

改善策が実行されないと
精度管理改善につなが
らないため、実行状況の
確認は必要である。
また、改善策の実行には
1年以上かかる場合もあ
るため、フィードバックの
時期は限定せず「前年度
までに」行ったものとした
。
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10．評価と改善策の公表

(2) 事業評価の結果を、個別の市町村や検診実施機関の状況
も含めて、ホームページ等で公表しているか (1) 精度管理評価をホームページ等で公表しているか

注6)

がん部会の役割や具体
的な実施事項、および公
表項目については、国の
指針等を基に厚労省研
究班で議論し項目化した
。

 
(1-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表して

いるか
注6）

 (1-b)市区町村毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか
注6）

(1-c) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表して

いるか
注6）

(1-d) 検診機関毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか
注6）

(1-e）精度管理が要改善の市区町村について、フィードバックした改

善策の内容を公表しているか
注6）

(1-f）精度管理が要改善の検診機関について、フィードバックした改

善策の内容を公表しているか
注6）

(1-g) 「都道府県用チェックリスト」の遵守状況（自己点検結果）を公表
しているか

(1-h) 県としてのプロセス指標値（自己点検結果）を公表しているか

(2)公表の手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助言を受
けているか

注1）初回受診者（初回の定義は過去3年に受診歴がない者）
及び逐年検診受診者等の受診歴別

注1）初回受診者（初回の定義は過去3年に受診歴がない者※）及び
逐年検診受診者等の受診歴別。

※過去３年間に、胃部エックス線検査と胃内視鏡検査のいずれかの
受診歴がない者

胃がん検診にはエックス
線検診と内視鏡検診が
あるため、解説を追記し
た。
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注2)要精検の定義
胃部エックス線検査の結果要精検とされた者。もしくは胃内視鏡検査
で同時生検を実施した者、及び同時生検未実施でその後ダブルチェ
ックで要再検査とされた者。問診結果のみでは要精密検査としない。

厚生労働省の報告書、
最新の「地域保健・健康
増進事業報告作成要領
」等に基づいて定義を追
加した。注2）　未把握は、精検受診の有無が分からないもの。および

（精検受診したとしても）精検結果が正確に分からないもの全
て。　本報告書（今後の我が国におけるがん検診事業の在り方
について　報告書　平成20年3月）別添6参照

注3)精検受診、未受診、未把握の定義
①【精検受診】：精検機関より精検結果の報告があったもの。もしくは
受診者が詳細（精検日・受診機関・精検法・精検結果の4つ全て）を申
告したもの。（※）
②【精検未受診】：要精検者が精検機関に行かなかったことが判明し
ているもの（受診者本人の申告及び精検機関で受診の事実が確認さ
れないもの）、及び精検として不適切な検査（ペプシノゲン検査のみ、
ヘリコバクタ―・ピロリ検査のみ等）が行われたもの。
③【精検未把握】：精検受診の有無が分からないもの、及び（精検受
診したとしても）精検結果が正確に報告されないもの。
※精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、
「地域保健・健康増進事業報告」の「精検受診の有無別人数」では「
精検受診」とし、精検結果の区分としては「がん疑い又は未確定」に
計上する。

なお、胃内視鏡検診では下記の整理とする。
①【精検受診】：検診時生検を行った者については、生検の結果報告
があったもの。検診時生検未実施でその後ダブルチェックで要再検
査となった者については、精検機関より再検査結果の報告があった
もの、もしくは再検査受診者が詳細（再検査の受診日・受診機関・検
査方法・検査結果の４つ全て）を申告したもの。（※）
②【精検未受診】：検診時生検未実施で、その後ダブルチェックで要
再検査となった者のうち、再検査を受けなかったことが判明している
もの、及び再検査として不適切な検査（ペプシノゲン検査のみ、ヘリコ
バクタ―・ピロリ検査のみ等）が行われたもの。
③【未把握】：検診時生検未実施で、その後ダブルチェックで要再検
査となった者のうち、再検査受診の有無が分からないもの、及び（再
検査を受診したとしても）再検査の結果が正確に報告されないもの。

※以下の場合、「地域保健・健康増進事業報告」の「精検受診の有無
別人数」では「精検受診」とし、精検結果の区分としては「がん疑い又
は未確定」に計上する。
・同時生検受診者のうち、病理組織診断の結果が不明なもの（未報
告を含む）。
・同時生検後ダブルチェックで要再検査となった者のうち、再検査未
受診、再検査受診の有無が不明、及び再検査の結果が正確に報告
されないもの。

注4）全国や他都道府県との比較、県内市町村間/検診機関間の
ばらつきの確認など

注5）資料配布や説明会の開催など

注6）検診の質について住民が自ら判断できるように分かりやすく
公表する必要がある。そのためには市区町村名、検診機関名を
付記して公表することが必須である。
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大腸がん検診のためのチェックリスト【都道府県用】

改定前（平成20年） 改定案 改定理由

解説：
①このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず
、実際の検診を行う個々の検診機関（医療機関）を指す。ただし医師
会等が完全に体制を統一している場合は、医師会等を1医療機関と
みなしても構わない
②都道府県が単独で実施できない項目については、関係機関（市区
町村、検診機関、医師会等）と連携して行うこと

このチェックリストをもとに調査を行う場合、都道府県が把握できない
項目については、関係機関（市区町村、検診機関、医師会等）に確認
して回答すること

平成28年に改定した検
診機関用チェックリストに
基づいて、検診機関の定
義等に関する解説を追
加した。

１．生活習慣病検診等管理指導協議会の組織・運営 １．生活習慣病検診等管理指導協議会の組織・運営

(1) 大腸がん部会は、保健所、医師会、日本消化器がん検診
学会に所属する学識経験者、臨床検査技師等大腸がん検診
に係わる専門家によって構成されているか

(1) 大腸がん部会は、保健所、医師会、日本消化器がん検診学会に
所属する学識経験者、臨床検査技師等大腸がん検診に係わる専門
家によって構成されているか

(2) 大腸がん部会は、市町村が策定した検診結果について検
診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検診実
施機関、精密検査機関等と調整を行っているか

(2)大腸がん部会は、市区町村が策定した検診実施計画/検診体制
等について検診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、
検診実施機関、精密検査機関等と調整を行っているか

「市区町村用チェックリス
ト」と表記を揃えるため、
「市区町村」、「検診機関
」で統一（以下同様）

(3) 年に1回以上、定期的に大腸がん部会を開催しているか (3) 年に1回以上、定期的に大腸がん部会を開催しているか

(4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検等診従事者講習会
を開催しているか

(4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検等診従事者講習会を開催しているか

２．受診者の把握 ２．受診者数・受診率の集計

(1) 対象者数（推計を含む）を把握しているか (1)対象者数（推計でも可）を把握しているか

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(2) 受診者数を把握しているか (2)受診者数・受診率を集計しているか

(2-a) 受診者数（率）を性別・年齢階級別に集計しているか (2-a) 受診者数・受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(2-b) 受診者数（率）を市町村別に集計しているか (2-b) 受診者数・受診率を市区町村別に集計しているか

(2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか (2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか

(2-d) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(2-d) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

３．要精検率の把握 ３．要精検率の集計

(1) 要精検率を把握しているか (1) 要精検率を集計しているか
注2）

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(1-a) 要精検率を性別・年齢階級別に集計しているか (1-a) 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか
注2）

(1-b) 要精検率を市町村別に集計しているか (1-b) 要精検率を市区町村別に集計しているか
注2）

(1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか (1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか
注2）

(1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1,2）

４．精検受診率の把握 ４．精検受診率の集計

(1) 精検受診率を把握しているか (1) 精検受診率を集計しているか

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(1-a) 精検受診率を性別・年齢階級別に集計しているか (1-a) 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) 精検受診率を市町村別に集計しているか (1-b) 精検受診率を市区町村別に集計しているか

(1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか (1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか

(1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(2) 精検未把握率を把握しているか
注2） (2) 精検未受診率と未把握率を定義に従って区別して把握している

か
注3)
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５．精密検査結果の把握 ５．精密検査結果の集計

(1) がん発見率を把握しているか (1) 大腸がん発見率を集計しているか ・「市区町村用チェックリ
スト」の文言と統一した
・がん検診の対象は当該
臓器のみであることを強
調するため、「〇〇がん」
の表記で統一した（以下
同様）。

(1-a) がん発見率を性別・年齢階級別に集計しているか (1-a) 大腸がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) がん発見率を市町村別に集計しているか (1-b) 大腸がん発見率を市区町村別に集計しているか

(1-c) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか (1-c) 大腸がん発見率を検診実施機関別に集計しているか

(1-d) がん発見率を受診歴別
注1）

に集計しているか (1-d) 大腸がん発見率を過去の受診歴別に集計しているか
注1）

(2) 早期がん割合（発見がん数に対する早期がん数）を把握し
ているか

(2) 早期の大腸がん割合（大腸がん発見数に対する早期がん数）を
集計しているか

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(2-a) 粘膜内がんを区別しているか 下へ移動

(2-b) 早期がん割合を性別・年齢階級別に集計しているか (2-a) 早期の大腸がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(2-c) 早期がん割合を市町村別に集計しているか (2-b)早期の大腸がん割合を市区町村別に集計しているか

(2-d) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか （2-c)早期の大腸がん割合を検診実施機関別に集計しているか

(2-e) 早期がん割合を受診歴別
注1）

に集計しているか (2-d)早期の大腸がん割合を過去の受診歴別に集計しているか
注1）

(2-e)早期大腸がんのうち、粘膜内がん数を区別して集計しているか

(3) 陽性反応適中度を把握しているか

削除

陽性反応適中度は国の
基準値設定の対象から
外れるため（予定）、チェ
ックリストからも削除した

(3-a) 陽性反応適中度を性別・年齢階級別に集計しているか

(3-b) 陽性反応適中度を市町村別に集計しているか

(3-c) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか

(3-d) 陽性反応適中度を受診歴別
注1）

に集計しているか

(4) 発見大腸がんについて追跡調査を実施しているか

下段へ移動

発見がんの詳細な調査
について、「地域保健・健
康増進事業報告」を超え
るものは「７．追加調査」
に移した

(4-a) 発見大腸がんの追跡所見・病理所見について把握して
いるか

(4-b) 発見大腸がんの予後調査（生存率・死亡率の分析など）
を実施しているか

６．偶発症の把握

（1）精密検査中/精密検査後の重篤な偶発症を把握しているか

※入院治療を要するものとする（例：輸血や手術を要する程度の腸管
出血 、腸管穿孔、前投薬起因性ショック、腹膜炎等）。

・現行の「８．不利益
の調査」から偶発症に
関する項目を独立させ
た。

・項目内容は「地域保
健・健康増進事業報告
」作成要領を基にした
。

(2)精密検査中/精密検査後の偶発症による死亡を把握しているか

※がんの見逃しによるものを除く。

削除

削除
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７．追加調査

(1)発見大腸がんの病期/進行度・組織型・治療法について把握して
いるか

現時点で都道府県が実施
可能な必要最低限の項目
に限定した。全都道府県
でのがん登録の活用はま
だ難しく、まずは体制整備
が必要である。この点は
今後国からも支援が必要
である。

(2)がん登録を活用して、感度・特異度の算出や、予後調査ができる
ような体制を作っているか

６．偽陰性例（がん）の把握

削除

がん登録データの活用
は偽陰性把握の手法の
一つである。また現時点
では、実際にがん登録を
精度管理に活用出来る
県は限られている。さら
に偽陰性の定義が統一
されていない。

このような状況では本項
目群が「全都道府県が
行うべき最低限の精度
管理事項」とはまだ言え
ないため、チェックリスト
から削除した。
代替項目として「７．追加
調査（2）」を新設した。

(1) 受診者の追跡調査や地域がん登録等により、検診受診後
の大腸がんを把握しているか

(2) 検診受診後1年未満に発見された大腸がん（偽陰性例）を
把握しているか

(3) 検診受診後1年以上経過してから発見された大腸がんを把
握しているか

７．がん登録への参加（実施地域のみ）

(1) 地域がん登録を実施しているか

(2) 地域がん登録に対して、症例を提供しているか

(3) 偽陰性例の把握のために、地域がん登録のデータを活用
しているか

(4) 予後の追跡のために、地域がん登録のデータを活用してい
るか
８．不利益の調査

(1) 検診受診後6ヶ月（1年）以内の死亡者を把握しているか

上段に移動

(2) 精密検査による偶発症を把握しているか

(2-a) 腸管穿孔例を把握しているか

(2-b) その他の重要な偶発症（輸血や手術を要する腸管出血
等）を把握しているか

９．事業評価に関する検討 ８．精度管理評価に関する検討

(1) チェックリストに基づく検討を実施しているか

削除（下段のとおり、構成も含めて全面改定）

(1-a) 個々の市町村のチェックリストについて把握・検討しているか

(1-b) 個々の検診実施機関のチェックリストについて把握・検討しているか

(2) 要精検率等のプロセス指標に基づく検討を実施しているか

(2-a) プロセス指標について、全国数値との比較や、各市町村間、検診実
施機関間でのばらつきの確認等の検証を実施しているか

(2-b) プロセス指標において問題が認められた市町村から、聞き取り調査
等を実施しているか

(2-c) プロセス指標において問題が認められた検診実施機関から、聞き
取り調査等を実施しているか

(3) チェックリストやプロセス指標において問題が認められた検診実施機
関に対して、実地による調査・指導等を実施しているか

(4) 実地調査等により不適正な検診実施機関が認められた場合には、市
町村に対して委託先の変更を助言するなど、適切に対応しているか
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(1)精度管理評価を行っているか

がん部会の役割や具体
的な実施事項について
は、国の指針等を基に厚
労省研究班で議論し項
目化した。

精度管理評価の具体的
実施事項については、「
市町村用チェックリスト」
の構成や文言と齟齬が
ないようにした。

(1-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って

いるか
注4)

(1-b) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って

いるか
注4)

(1-c) 市区町村毎のプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
注4)

(1-d) 検診機関毎のプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
注4)

(2)評価の低い、もしくは指標に疑義（※）のある市区町村や検診機関
に、聞き取り調査や現場訪問を行って、原因を検討しているか

※チェックリストの回答やプロセス指標値に疑問がある場合など。

(3)上記の評価結果を踏まえて、精度管理上の課題と改善策を策定し
ているか

(4)評価手法や評価結果の解釈、聞き取り調査の方針、改善策の内
容等についてがん部会に諮り、具体的な助言を受けているか

１０．事業評価の結果に基づく指導・助言 ９．評価と改善策のフィードバック（指導・助言）

(1) 事業評価の結果に基づき、指導・助言等を実施しているか

削除（構成含めて全面改定）

(1-a) 事業評価の結果を報告書に取りまとめ、市町村や検診実施機関に
配布しているか

(1-b) 事業評価の結果について、市町村や検診実施機関に対する説明会
を開催しているか

(1-c) 事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対して個別の
指導・助言を実施しているか

(1)市区町村に精度管理評価を個別にフィードバックしているか
注5)

がん部会の役割や具体
的な実施事項について
は、国の指針等を基に厚
労省研究班で議論し項
目化した。

具体的なフィードバック
事項については、「市町
村用チェックリスト」の構
成や文言を基にした。

(1-a)「市区町村用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5)

(1-b)市区町村毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5)

(1-c)精度管理に課題のある市区町村に改善策をフィードバックして

いるか
注5)

(2)検診機関に精度管理評価を個別にフィードバックしているか
注5)

(2-a)「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5)

(2-b)検診機関毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5)

(2-c)精度管理に課題のある検診機関に改善策をフィードバックして

いるか
注5)

(3)フィードバックの手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助
言を受けているか

（4）前年度までにフィードバックした改善策の実行状況について、市
区町村/検診機関への聞き取り調査等により確認しているか

改善策が実行されないと
精度管理改善につなが
らないため、実行状況の
確認は必要である。

また、改善策の実行には
1年以上かかる場合もあ
るため、フィードバックの
時期は限定せず「前年度
までに」行ったものとした
。
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10．評価と改善策の公表

(2) 事業評価の結果を、個別の市町村や検診実施機関の状況
も含めて、ホームページ等で公表しているか (1) 精度管理評価をホームページ等で公表しているか

注6)

がん部会の役割や具体
的な実施事項、および公
表項目については、国の
指針等を基に厚労省研
究班で議論し項目化した
。

 
(1-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表して

いるか
注6)

 (1-b)市区町村毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか
注6)

(1-c) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表して

いるか
注6)

(1-d) 検診機関毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか
注6)

(1-e）精度管理が要改善の市区町村について、フィードバックした改

善策の内容を公表しているか
注6)

(1-f）精度管理が要改善の検診機関について、フィードバックした改

善策の内容を公表しているか
注6)

(1-g) 「都道府県用チェックリスト」の遵守状況（自己点検結果）を公表
しているか

(1-h) 県としてのプロセス指標値（自己点検結果）を公表しているか

(2)公表の手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助言を受
けているか

注1）初回受診者（初回の定義は過去3年に受診歴がない者）
及び逐年検診受診者等の受診歴別

注1）初回受診者（初回の定義は過去3年に受診歴がない者）及び逐
年検診受診者等の受診歴別

注2）要精検の定義
便潜血検査の結果要精検とされた者。問診結果のみでは要精密検
査としない。

厚生労働省の報告書、
最新の「地域保健・健康
増進事業報告作成要領
」等に基づいて定義を追
加した。

注2）　未把握は、精検受診の有無が分からないもの。および
（精検受診したとしても）精検結果が正確に分からないもの全
て。　本報告書（今後の我が国におけるがん検診事業の在り方
について　報告書　平成20年3月）別添6参照

注3)精検受診、未受診、未把握の定義
①【精検受診】：精検機関より精検結果の報告があったもの。もしくは
受診者が詳細（精検日・受診機関・精検法・精検結果の4つ全て）を申
告したもの。（※）
②【精検未受診】：要精検者が精検機関に行かなかったことが判明し
ているもの（受診者本人の申告及び精検機関で受診の事実が確認さ
れないもの）、及び精検として不適切な検査（便潜血検査の再検のみ
等）が行われたもの。
③【精検未把握】：精検受診の有無が分からないもの、及び（精検受
診したとしても）精検結果が正確に報告されないもの。
※精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、
「地域保健・健康増進事業報告」の「精検受診の有無別人数」では「
精検受診」とし、精検結果の区分としては「がん疑い又は未確定」に
計上する。

注4）全国や他都道府県との比較、県内市町村間/検診機関間の
ばらつきの確認など

注5）資料配布や説明会の開催など

注6）検診の質について住民が自ら判断できるように分かりやすく
公表する必要がある。そのためには市区町村名、検診機関名を
付記して公表することが必須である。
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肺がん検診のためのチェックリスト【都道府県用】

改定前（平成20年） 改定案 改定理由

解説：
①このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず
、実際の検診を行う個々の検診機関（医療機関）を指す。ただし医師
会等が完全に体制を統一している場合は、医師会等を1医療機関と
みなしても構わない
②都道府県が単独で実施できない項目については、関係機関（市区
町村、検診機関、医師会等）と連携して行うこと

このチェックリストをもとに調査を行う場合、都道府県が把握できない
項目については、関係機関（市区町村、検診機関、医師会等）に確認
して回答すること

平成28年に改定した検
診機関用チェックリストに
基づいて、検診機関の定
義等に関する解説を追
加した。

１．生活習慣病検診等管理指導協議会の組織・運営 １．生活習慣病検診等管理指導協議会の組織・運営

(1) 肺がん部会は、保健所、医師会、肺がん検診に関連する学
会に所属する学識経験者、臨床検査技師等肺がん検診に係
わる専門家によって構成されているか

(1)肺がん部会は、保健所、医師会、肺がん検診に関連する学会に所
属する学識経験者、臨床検査技師、診療放射線技師等肺がん検診
に係る専門家によって構成されているか

胸部エックス線検診には
診療放射線技師も携わ
るため追加した。

(2) 肺がん部会は、市町村が策定した検診結果について検診
が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検診実施
機関、精密検査機関等と調整を行っているか

(2) 肺がん部会は、市区町村が策定した検診実施計画/検診体制等
について検診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検
診実施機関、精密検査機関等と調整を行っているか

「市区町村用チェックリス
ト」と表記を揃えるため、
「市区町村」、「検診機関
」で統一（以下同様）

(3) 年に1回以上、定期的に肺がん部会を開催しているか (3) 年に1回以上、定期的に肺がん部会を開催しているか

(4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診等従事者講習会
を開催しているか

(4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診等従事者講習会を開催
しているか

２．受診者の把握 ２．受診者数・受診率の集計

(1) 対象者数（推計を含む）を把握しているか (1)対象者数（推計でも可）を把握しているか

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(2) 胸部X線受診者数・喀痰細胞診受診者数を把握しているか (2)受診者数・受診率を集計しているか

(2-a) 胸部X線受診者数（率）・喀痰細胞診受診者数（率）を性
別・年齢階級別に集計しているか

(2-a) 受診者数・受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(2-b) 胸部X線受診者数（率）・喀痰細胞診受診者数（率）を市
町村別に集計しているか

(2-b) 受診者数・受診率を市区町村別に集計しているか

(2-c) 胸部X線受診者数・喀痰細胞診受診者数を検診実施機
関別に集計しているか

(2-c)受診者数を検診実施機関別に集計しているか

(2-d) 胸部X線受診者数・喀痰細胞診受診者数を過去の検診

受診歴別に集計しているか
注1） (2-d)受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか

注1）

３．要精検率の把握 ３．要精検率の集計

解説：いずれも胸部エックス線受診者/喀痰細胞診受診者/総受診者
別に集計すること

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(1) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の要精検率を把握して
いるか

(1)要精検率を集計しているか
注2）

(1-a) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の要精検率を性別・
年齢階級別に集計しているか (1-a) 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

注2）

(1-b) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の要精検率を市町
村別に集計しているか (1-b) 要精検率を市区町村別に集計しているか

注2）

(1-c) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の要精検率を検診
実施機関別別に集計しているか (1-c)要精検率を検診実施機関別別に集計しているか

注2）

(1-d) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の要精検率を過去

の検診受診歴別に集計しているか
注1） (1-d)要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか

注1,2）
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４．精検受診率の把握 ４．精検受診率の集計

解説：いずれも胸部エックス線受診者/喀痰細胞診受診者/総受診者
別に集計すること

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(1) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の精検受診率を把握し
ているか

(1)精検受診率を集計しているか

(1-a) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の精検受診率を性
別・年齢階級別に集計しているか

(1-a)精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の精検受診率を市
町村別に集計しているか

(1-b)精検受診率を市区町村別に集計しているか

(1-c) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の精検受診率を検
診実施機関別に集計しているか

(1-c)精検受診率を検診実施機関別に集計しているか

(1-d) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の精検受診率を過

去の検診受診歴別に集計しているか
注1） (1-d)精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか

注1）

(2) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の精検未把握率を把

握しているか
注2）

(2) 精検未受診率と未把握率を定義に従って区別して把握している

か
注3)

５．精密検査結果の把握 ５．精密検査結果の集計

解説：いずれも胸部エックス線受診者/喀痰細胞診受診者/総受診者
別に集計すること

・「市区町村用チェックリ
スト」の文言と統一した
・がん検診の対象は当該
臓器のみであることを強
調するため、「〇〇がん」
の表記で統一した（以下
同様）。

(1) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者のがん発見率を把握し
ているか

(1)肺がん発見率を集計しているか

(1-a) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者のがん発見率を性
別・年齢階級別に集計しているか

(1-a)  肺がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者のがん発見率を市
町村別に集計しているか

(1-b) 肺がん発見率を市区町村別に集計しているか

(1-c) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者のがん発見率を検
診実施機関別に集計しているか

(1-c)肺がん発見率を検診実施機関別に集計しているか

(1-d) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者のがん発見率を受

診歴別
注1）

に集計しているか
(1-d)肺がん発見率を過去の受診歴別に集計しているか

注1）

(2) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の臨床病期Ｉ期がん割
合（発見がん数に対する臨床病期Ｉ期がん数）を把握している
か

(2) 臨床病期0～Ｉ期の肺がん割合（肺がん発見数に対する臨床病期
0～Ｉ期の肺がん数）を集計しているか

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(2-a) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の臨床病期Ｉ期がん
割合を性別・年齢階級別に集計しているか

(2-a) 臨床病期0～Ｉ期の肺がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計し
ているか

(2-b) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の臨床病期Ｉ期がん
割合を市町村別に集計しているか

(2-b) 臨床病期0～Ｉ期の肺がん割合を市区町村別に集計しているか

(2-c) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の臨床病期Ｉ期がん
割合を検診実施機関別に集計しているか

(2-c) 臨床病期0～Ｉ期の肺がん割合を検診実施機関別に集計してい
るか

(2-d) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の臨床病期Ｉ期がん

割合を受診歴別
注1）

に集計しているか

(2-d) 臨床病期0～Ｉ期の肺がん割合を過去の受診歴別に集計してい

るか
注1）

(3) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の陽性反応適中度を
把握しているか

削除

陽性反応適中度は国の
基準値設定の対象から
外れるため（予定）、チェ
ックリストからも削除した

(3-a) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の陽性反応適中度
を性別・年齢階級別に集計しているか

(3-b) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の陽性反応適中度
を市町村別に集計しているか

(3-c) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の陽性反応適中度
を検診実施機関別に集計しているか

(3-d) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の陽性反応適中度

を受診歴別
注1）

に検討しているか
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(4) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の発見肺がんについ
て追跡調査を実施しているか

下段へ移動

発見がんの詳細な調査
について、「地域保健・健
康増進事業報告」を超え
るものは「７．追加調査」
に移した

(4-a) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の発見肺がんの追
跡所見・病理所見について把握しているか

(4-b) 胸部X線受診者・喀痰細胞診受診者の発見肺がんの予
後調査（生存率・死亡率の分析など）を実施しているか

６．偶発症の把握

(1)検診中/検診後の重篤な偶発症を把握しているか

解説：入院治療を要するものとする。

・現行の「８．不利益
の調査」から偶発症に
関する項目を独立させ
た。

・項目内容は「地域保
健・健康増進事業報告
」作成要領を基にした
。

(2)検診中/検診後の偶発症による死亡を把握しているか

解説：がんの見逃しによるものを除く

(3)精密検査中/精密検査後の重篤な偶発症を把握しているか

※入院治療を要するものとする（例：経皮的肺穿刺や気管支生検に
よる多量出血、検査後の気胸等）。

(4)精密検査中/精密検査後の偶発症による死亡を把握しているか

※がんの見逃しによるものを除く。

７．追加調査

(1)発見肺がんの病期/進行度・組織型・治療法について把握している
か

現時点で都道府県が実施
可能な必要最低限の項目
に限定した。全都道府県
でのがん登録の活用はま
だ難しく、まずは体制整備
が必要である。この点は
今後国からも支援が必要
である。

(2)がん登録を活用して、感度・特異度の算出や、予後調査ができる
ような体制を作っているか

６．偽陰性例（がん）の把握

削除

がん登録データの活用
は偽陰性把握の手法の
一つである。また現時点
では、実際にがん登録を
精度管理に活用出来る
県は限られている。さら
に偽陰性の定義が統一
されていない。

このような状況では本項
目群が「全都道府県が
行うべき最低限の精度
管理事項」とはまだ言え
ないため、チェックリスト
から削除した。
代替項目として「７．追加
調査（2）」を新設した。

(1) 受診者の追跡調査や地域がん登録等により、検診受診後
の肺がんを把握しているか

(2) 検診受診後1年未満に発見された肺がん（偽陰性例）を把
握しているか

(3) 検診受診後1年以上経過してから発見された肺がんを把握
しているか

７．がん登録への参加（実施地域のみ）

(1) 地域がん登録を実施しているか

(2) 地域がん登録に対して、症例を提供しているか

(3) 偽陰性例の把握のために、地域がん登録のデータを活用
しているか

(4) 予後の追跡のために、地域がん登録のデータを活用してい
るか
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８．不利益の調査

(1) 検診受診後6ヶ月（1年）以内の死亡者を把握しているか

上段に移動
(2) 精密検査による偶発症を把握しているか

(2-a) 精密検査に伴う気胸や感染症を把握しているか

(2-b) その他の重要な偶発症を把握しているか

９．事業評価に関する検討 ８．精度管理評価に関する検討

(1) チェックリストに基づく検討を実施しているか

削除（下段のとおり、構成も含めて全面改定）

(1-a) 個々の市町村のチェックリストについて把握・検討しているか

(1-b) 個々の検診実施機関のチェックリストについて把握・検討しているか

(2) 要精検率等のプロセス指標に基づく検討を実施しているか

(2-a) プロセス指標について、全国数値との比較や、各市町村間、検診実
施機関間でのばらつきの確認等の検証を実施しているか

(2-b) プロセス指標において問題が認められた市町村から、聞き取り調査
等を実施しているか

(2-c) プロセス指標において問題が認められた検診実施機関から、聞き
取り調査等を実施しているか

(3) チェックリストやプロセス指標において問題が認められた検診実施機
関に対して、実地による調査・指導等を実施しているか

(4) 実地調査等により不適正な検診実施機関が認められた場合には、市
町村に対して委託先の変更を助言するなど、適切に対応しているか

(1)精度管理評価を行っているか

がん部会の役割や具体
的な実施事項について
は、国の指針等を基に厚
労省研究班で議論し項
目化した。

精度管理評価の具体的
実施事項については、「
市町村用チェックリスト」
の構成や文言と齟齬が
ないようにした。

(1-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って

いるか
注4)

(1-b) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って

いるか
注4)

(1-c) 市区町村毎のプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
注4)

(1-d) 検診機関毎のプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
注4)

(2)評価の低い、もしくは指標に疑義（※）のある市区町村や検診機関
に、聞き取り調査や現場訪問を行って、原因を検討しているか

※チェックリストの回答やプロセス指標値に疑問がある場合など。

(3)上記の評価結果を踏まえて、精度管理上の課題と改善策を策定し
ているか

(4)評価手法や評価結果の解釈、聞き取り調査の方針、改善策の内
容等についてがん部会に諮り、具体的な助言を受けているか
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１０．事業評価の結果に基づく指導・助言 ９．評価と改善策のフィードバック（指導・助言）

(1) 事業評価の結果に基づき、指導・助言等を実施しているか

削除（構成含めて全面改定）

(1-a) 事業評価の結果を報告書に取りまとめ、市町村や検診実施機関に
配布しているか

(1-b) 事業評価の結果について、市町村や検診実施機関に対する説明会
を開催しているか

(1-c) 事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対して個別の
指導・助言を実施しているか

(1)市区町村に精度管理評価を個別にフィードバックしているか
注5)

がん部会の役割や具体
的な実施事項について
は、国の指針等を基に厚
労省研究班で議論し項
目化した。

具体的なフィードバック
事項については、「市町
村用チェックリスト」の構
成や文言を基にした。

(1-a)「市区町村用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5)

(1-b)市区町村毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5)

(1-c)精度管理に課題のある市区町村に改善策をフィードバックして

いるか
注5)

(2)検診機関に精度管理評価を個別にフィードバックしているか
注5)

(2-a)「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5)

(2-b)検診機関毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注5)

(2-c)精度管理に課題のある検診機関に改善策をフィードバックして

いるか
注5)

(3)フィードバックの手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助
言を受けているか

（4）前年度までにフィードバックした改善策の実行状況について、市
区町村/検診機関への聞き取り調査等により確認しているか

改善策が実行されない
と精度管理改善につな
がらないため、実行状
況の確認は必要である
。

また、改善策の実行に
は1年以上かかる場合
もあるため、フィードバ
ックの時期は限定せず「
前年度までに」行ったも
のとした。
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１０．評価と改善策の公表

(2) 事業評価の結果を、個別の市町村や検診実施機関の状況
も含めて、ホームページ等で公表しているか (1) 精度管理評価をホームページ等で公表しているか

注6)

がん部会の役割や具体
的な実施事項、および公
表項目については、国の
指針等を基に厚労省研
究班で議論し項目化した
。

 
(1-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表して

いるか
注6)

 (1-b)市区町村毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか
注6)

(1-c) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表して

いるか
注6）

(1-d) 検診機関毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか
注6）

(1-e）精度管理が要改善の市区町村について、フィードバックした改

善策の内容を公表しているか
注6）

(1-f）精度管理が要改善の検診機関について、フィードバックした改

善策の内容を公表しているか
注6）

(1-g) 「都道府県用チェックリスト」の遵守状況（自己点検結果）を公表
しているか

(1-h) 県としてのプロセス指標値（自己点検結果）を公表しているか

(2)公表の手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助言を受
けているか

注1）初回受診者（初回の定義は前年に受診歴がない者）及び
逐年検診受診者等の受診歴別

注1）初回受診者（初回の定義は前年に受診歴がない者）及び逐年検
診受診者等の受診歴別

注2) 要精検の定義
胸部エックス線検査の判定区分が「E」及び読影不能の者、及び喀痰
細胞診の判定区分が「D」、「E」の者。問診結果結果のみでは要精密
検査とはしない。

厚生労働省の報告書、
最新の「地域保健・健康
増進事業報告作成要領
」等に基づいて定義を追
加した。

注2）　未把握は、精検受診の有無が分からないもの。および
（精検受診したとしても）精検結果が正確に分からないもの全
て。　本報告書（今後の我が国におけるがん検診事業の在り方
について　報告書　平成20年3月）別添6参照

注3) 精検受診、未受診、未把握の定義
①【精検受診】：精検機関より精検結果の報告があったもの。もしくは
受診者が詳細（精検日・受診機関・精検法・精検結果の4つ全て）を申
告したもの。（※）
②【精検未受診】：要精検者が精検機関に行かなかったことが判明し
ているもの（受診者本人の申告及び精検機関で受診の事実が確認さ
れないもの）、及び精検として不適切な検査（喀痰細胞診要精検者に
対する喀痰細胞診の再検のみ等）が行われたもの。
③【精検未把握】：精検受診の有無が分からないもの、及び（精検受
診したとしても）精検結果が正確に報告されないもの。
※精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、
「地域保健・健康増進事業報告」の「精検受診の有無別人数」では「
精検受診」とし、精検結果の区分としては「がん疑い又は未確定」に
計上する。

注4）全国や他都道府県との比較、県内市町村間/検診機関間の
ばらつきの確認など

注5）資料配布や説明会の開催など

注6）検診の質について住民が自ら判断できるように分かりやすく
公表する必要がある。そのためには市区町村名、検診機関名を
付記して公表することが必須である。
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乳がん検診のためのチェックリスト【都道府県用】

改定前（平成20年） 改定案 改定理由

解説：
①このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず
、実際の検診を行う個々の検診機関（医療機関）を指す。ただし医師
会等が完全に体制を統一している場合は、医師会等を1医療機関と
みなしても構わない
②都道府県が単独で実施できない項目については、関係機関（市区
町村、検診機関、医師会等）と連携して行うこと

このチェックリストをもとに調査を行う場合、都道府県が把握できない
項目については、関係機関（市区町村、検診機関、医師会等）に確認
して回答すること

平成28年に改定した検
診機関用チェックリストに
基づいて、検診機関の定
義等に関する解説を追
加した。

１．生活習慣病検診等管理指導協議会の組織・運営 １．生活習慣病検診等管理指導協議会の組織・運営

(1) 乳がん部会は、保健所、医師会、がん検診関連学会に所
属する学識経験者、臨床検査技師等乳がん検診に係わる専
門家によって構成されているか

(1)乳がん部会は、保健所、医師会、がん検診関連学会に所属する学
識経験者、臨床検査技師、診療放射線技師等乳がん検診に係る専
門家によって構成されているか

乳がん検診には診療放
射線技師も携わるため
追加した。

(2) 乳がん部会は、市町村が策定した検診結果について検診
が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検診実施
機関、精密検査機関等と調整を行っているか

(2) 乳がん部会は、市区町村が策定した検診実施計画/検診体制等
について検診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検
診実施機関、精密検査機関等と調整を行っているか

「市区町村用チェックリス
ト」と表記を揃えるため、
「市区町村」、「検診機関
」で統一（以下同様）

(3) 年に1回以上、定期的に乳がん部会を開催しているか (3) 年に1回以上、定期的に乳がん部会を開催しているか

(4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診等従事者講習会
を開催しているか

(4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診等従事者講習会を開催しているか

２．受診者の把握 ２．受診者数・受診率の集計

(1) 対象者数（推計を含む）を把握しているか (1)対象者数（推計でも可）を把握しているか

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(2) 受診者数を把握しているか (2)受診者数・受診率を集計しているか

(2-a) 受診者数（率）を年齢階級別に集計しているか (2-a) 受診者数・受診率を年齢5歳階級別に集計しているか

(2-b) 受診者数（率）を市町村別に集計しているか (2-b) 受診者数・受診率を市区町村別に集計しているか

(2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか (2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか

(2-d) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(2-d) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

３．要精検率の把握 ３．要精検率の集計

(1) 要精検率を把握しているか (1) 要精検率を集計しているか
注2）

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(1-a) 要精検率を年齢階級別に集計しているか (1-a) 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか
注2）

(1-b) 要精検率を市町村別に集計しているか (1-b) 要精検率を市区町村別に集計しているか
注2）

(1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか (1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか
注2）

(1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

４．精検受診率の把握 ４．精検受診率の集計

(1) 精検受診率を把握しているか (1) 精検受診率を集計しているか

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(1-a) 精検受診率を年齢階級別に集計しているか (1-a) 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) 精検受診率を市町村別に集計しているか (1-b) 精検受診率を市区町村別に集計しているか

(1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか (1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか

(1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(2) 精検未把握率を把握しているか
注2） (2) 精検未受診率と未把握率を定義に従って区別して把握している

か
注3)
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５．精密検査結果の把握 ５．精密検査結果の集計

(1) がん発見率を把握しているか (1) 乳がん発見率を集計しているか ・「市区町村用チェックリ
スト」の文言と統一した
・がん検診の対象は当該
臓器のみであることを強
調するため、「〇〇がん」
の表記で統一した（以下
同様）。

(1-a) がん発見率を年齢階級別に集計しているか (1-a) 乳がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) がん発見率を市町村別に集計しているか (1-b) 乳がん発見率を市区町村別に集計しているか

(1-c) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか (1-c) 乳がん発見率を検診実施機関別に集計しているか

(1-d) がん発見率を受診歴別
注1）

に集計しているか (1-d) 乳がん発見率を過去の受診歴別に集計しているか
注1）

(1-e) がん発見率を検診方法別（マンモグラフィ・視触診）に集
計しているか

削除
国の指針では視触診は
推奨されていないため

(2) 早期がん割合
注3）

（発見がん数に対する早期がん数）を把
握しているか

(2) 早期の乳がん割合（乳がん発見数に対する早期がん数）を集計し

ているか
注4）

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(2-a) 非浸潤がんを区別しているか 下へ移動

(2-b) 早期がん割合を年齢階級別に集計しているか (2-a) 早期の乳がん割合を年齢5歳階級別に集計しているか
注4)

(2-c) 早期がん割合を市町村別に集計しているか (2-b)早期の乳がん割合を市区町村別に集計しているか
注4)

(2-d) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか （2-c)早期の乳がん割合を検診実施機関別に集計しているか
注4)

(2-e) 早期がん割合を受診歴別
注1）

に集計しているか (2-d)早期の乳がん割合を過去の受診歴別に集計しているか
注1,4)

(2-f) 早期がん割合を検診方法別（マンモグラフィ・視触診）に
集計しているか

削除
国の指針では視触診は
推奨されていないため

(2-e)早期乳がんのうち、非浸潤がん数を区別して集計しているか
注3) 「市区町村用チェックリス

ト」の文言と統一した

(3) 陽性反応適中度を把握しているか

削除

陽性反応適中度は国の
基準値設定の対象から
外れるため（予定）、チェ
ックリストからも削除した

(3-a) 陽性反応適中度を年齢階級別に集計しているか

(3-b) 陽性反応適中度を市町村別に集計しているか

(3-c) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか

(3-d) 陽性反応適中度を受診歴別
注1）

に集計しているか

(3-e) 陽性反応適中度を検診方法別（マンモグラフィ・視触診）
に集計しているか

削除
国の指針では視触診は
推奨されていないため

(4) 発見乳がんについて追跡調査を実施しているか

下段へ移動

発見がんの詳細な調査
について、「地域保健・健
康増進事業報告」を超え
るものは「７．追加調査」
に移した

(4-a) 発見乳がんの追跡所見・病理所見について把握している
か

(4-b) 発見乳がんの予後調査（生存率・死亡率の分析など）を
実施しているか

６．偶発症の把握

(1)検診中/検診後の重篤な偶発症を把握しているか

※入院治療を要するものとする（例：検査中の圧迫による骨折等）。

・現行の「８．不利益
の調査」から偶発症に
関する項目を独立させ
た。

・項目内容は「地域保
健・健康増進事業報告
」作成要領を基にした
。

(2)検診中/検診後の偶発症による死亡を把握しているか

※がんの見逃しによるものを除く

(3)精密検査中/精密検査後の重篤な偶発症を把握しているか

※入院治療を要するものとする（例：穿刺吸引細胞診や針生検による
大量出血、副損傷等)

(4)精密検査中/精密検査後の偶発症による死亡を把握しているか

※がんの見逃しによるものを除く。
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７．追加調査

(1)発見乳がんの病期/進行度・組織型・治療法について把握している
か

現時点で都道府県が実施
可能な必要最低限の項目
に限定した。全都道府県
でのがん登録の活用はま
だ難しく、まずは体制整備
が必要である。この点は
今後国からも支援が必要
である。

(2)がん登録を活用して、感度・特異度の算出や、予後調査ができる
ような体制を作っているか

６．偽陰性例（がん）の把握

削除

がん登録データの活用
は偽陰性把握の手法の
一つである。また現時点
では、実際にがん登録を
精度管理に活用出来る
県は限られている。さら
に偽陰性の定義が統一
されていない。

このような状況では本項
目群が「全都道府県が
行うべき最低限の精度
管理事項」とはまだ言え
ないため、チェックリスト
から削除した。
代替項目として「７．追加
調査（2）」を新設した。

(1) 受診者の追跡調査や地域がん登録等により、検診受診後
の乳がんを把握しているか

(2) 検診受診後2年未満に発見された乳がん（偽陰性例）を把
握しているか

(3) 検診受診後2年以上経過してから発見された乳がんを把握
しているか

７．がん登録への参加（実施地域のみ）

(1) 地域がん登録を実施しているか

(2) 地域がん登録に対して、症例を提供しているか

(3) 偽陰性例の把握のために、地域がん登録のデータを活用
しているか

(4) 予後の追跡のために、地域がん登録のデータを活用してい
るか
８．不利益の調査

(1) 検診受診後6ヶ月（1年）以内の死亡者を把握しているか

上段に移動

(2) 精密検査による偶発症を把握しているか

(2-a) 治療が必要な中等度以上の出血例を把握しているか

(2-b) その他の重要な偶発症（穿刺細胞診・組織診による感染
、疼痛等）を把握しているか

９．事業評価に関する検討 ８．精度管理評価に関する検討

(1) チェックリストに基づく検討を実施しているか

削除（下段のとおり、構成も含めて全面改定）

(1-a) 個々の市町村のチェックリストについて把握・検討しているか

(1-b) 個々の検診実施機関のチェックリストについて把握・検討しているか

(2) 要精検率等のプロセス指標に基づく検討を実施しているか

(2-a) プロセス指標について、全国数値との比較や、各市町村間、検診実
施機関間でのばらつきの確認等の検証を実施しているか

(2-b) プロセス指標において問題が認められた市町村から、聞き取り調査
等を実施しているか

(2-c) プロセス指標において問題が認められた検診実施機関から、聞き
取り調査等を実施しているか

(3) チェックリストやプロセス指標において問題が認められた検診実施機
関に対して、実地による調査・指導等を実施しているか

(4) 実地調査等により不適正な検診実施機関が認められた場合には、市
町村に対して委託先の変更を助言するなど、適切に対応しているか
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(1)精度管理評価を行っているか

がん部会の役割や具体
的な実施事項について
は、国の指針等を基に厚
労省研究班で議論し項
目化した。

精度管理評価の具体的
実施事項については、「
市町村用チェックリスト」
の構成や文言と齟齬が
ないようにした。

(1-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って

いるか
注5)

(1-b) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って

いるか
注5)

(1-c) 市区町村毎のプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
注5)

(1-d) 検診機関毎のプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
注5)

(2)評価の低い、もしくは指標に疑義（※）のある市区町村や検診機関
に、聞き取り調査や現場訪問を行って、原因を検討しているか

※チェックリストの回答やプロセス指標値に疑問がある場合など。

(3)上記の評価結果を踏まえて、精度管理上の課題と改善策を策定し
ているか

(4)評価手法や評価結果の解釈、聞き取り調査の方針、改善策の内
容等についてがん部会に諮り、具体的な助言を受けているか

１０．事業評価の結果に基づく指導・助言 ９．評価と改善策のフィードバック（指導・助言）

(1) 事業評価の結果に基づき、指導・助言等を実施しているか

削除（構成含めて全面改定）

(1-a) 事業評価の結果を報告書に取りまとめ、市町村や検診実施機関に
配布しているか

(1-b) 事業評価の結果について、市町村や検診実施機関に対する説明会
を開催しているか

(1-c) 事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対して個別の
指導・助言を実施しているか

(1)市区町村に精度管理評価を個別にフィードバックしているか
注6)

がん部会の役割や具体
的な実施事項について
は、国の指針等を基に厚
労省研究班で議論し項
目化した。

具体的なフィードバック
事項については、「市町
村用チェックリスト」の構
成や文言を基にした。

(1-a)「市区町村用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注6)

(1-b)市区町村毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注6)

(1-c)精度管理に課題のある市区町村に改善策をフィードバックして

いるか
注6)

(2)検診機関に精度管理評価を個別にフィードバックしているか
注6)

(2-a)「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注6)

(2-b)検診機関毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注6)

(2-c)精度管理に課題のある検診機関に改善策をフィードバックして

いるか
注6)

(3)フィードバックの手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助
言を受けているか

（4）前年度までにフィードバックした改善策の実行状況について、市
区町村/検診機関への聞き取り調査等により確認しているか

改善策が実行されない
と精度管理改善につな
がらないため、実行状
況の確認は必要である
。

また、改善策の実行に
は1年以上かかる場合
もあるため、フィードバ
ックの時期は限定せず「
前年度までに」行ったも
のとした。
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１０．評価と改善策の公表

(2) 事業評価の結果を、個別の市町村や検診実施機関の状況
も含めて、ホームページ等で公表しているか (1) 精度管理評価をホームページ等で公表しているか

注7）

がん部会の役割や具体
的な実施事項、および公
表項目については、国の
指針等を基に厚労省研
究班で議論し項目化した
。

 
(1-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表して

いるか
注7）

 (1-b)市区町村毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか
注7）

(1-c) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表して

いるか
注7）

(1-d) 検診機関毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか
注7）

(1-e）精度管理が要改善の市区町村について、フィードバックした改

善策の内容を公表しているか
注7）

(1-f）精度管理が要改善の検診機関について、フィードバックした改

善策の内容を公表しているか
注7）

(1-g) 「都道府県用チェックリスト」の遵守状況（自己点検結果）を公表
しているか

(1-h) 県としてのプロセス指標値（自己点検結果）を公表しているか

(2)公表の手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助言を受
けているか

注1）初回受診者（初回の定義は過去3年に受診歴がない者）
及び逐年検診受診者等の受診歴別

注1）初回受診者（初回の定義は過去3年に受診歴がない者）及び逐
年検診受診者等の受診歴別

注2)要精検の定義
 マンモグラフィ検査の結果がカテゴリ3以上、及び判定不能とされた
者（ただし判定不能のうち、視触診等マンモグラフィ以外の検査により
精検不要と判断された者は除く）。問診結果のみでは要精密検査とし
ない。

厚生労働省の報告書、
最新の「地域保健・健康
増進事業報告作成要領
」等に基づいて定義を追
加した。

注2）　未把握は、精検受診の有無が分からないもの。および
（精検受診したとしても）精検結果が正確に分からないもの全
て。　本報告書（今後の我が国におけるがん検診事業の在り方
について　報告書　平成20年3月）別添6参照

注3) 精検受診、未受診、未把握の定義
①【精検受診】：精検機関より精検結果の報告があったもの。もしくは
受診者が詳細（精検日・受診機関・精検法・精検結果の4つ全て）を申
告したもの。（※）
②【精検未受診】：要精検者が精検機関に行かなかったことが判明し
ているもの（受診者本人の申告及び精検機関で受診の事実が確認さ
れないもの）、及び精検として不適切な検査が行われたもの。
③【精検未把握】：精検受診の有無が分からないもの、及び（精検受
診したとしても）精検結果が正確に報告されないもの。
※精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、
「地域保健・健康増進事業報告」の「精検受診の有無別人数」では「
精検受診」とし、精検結果の区分としては「がん疑い又は未確定」に
計上する。

注3）臨床病期Ⅰ期までのがんの割合
注4） 早期がんとは、腫瘤の大きさが触診上2センチ以下で転移を思
わせるリンパ節を触れず遠隔転移を認めないもの、または非浸潤が
んであったものを指す

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

注5） 全国や他都道府県との比較、県内市町村間/検診機関間の
ばらつきの確認など

注6） 資料配布や説明会の開催など

注7） 検診の質について住民が自ら判断できるように分かりやすく
公表する必要がある。そのためには市区町村名、検診機関名を
付記して公表することが必須である。
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子宮頸がん検診のためのチェックリスト【都道府県用】

改定前（平成20年） 改定案 改定理由

解説：
①このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず
、実際の検診を行う個々の検診機関（医療機関）を指す。ただし医師
会等が完全に体制を統一している場合は、医師会等を1医療機関と
みなしても構わない
②都道府県が単独で実施できない項目については、関係機関（市区
町村、検診機関、医師会等）と連携して行うこと

このチェックリストをもとに調査を行う場合、都道府県が把握できない
項目については、関係機関（市区町村、検診機関、医師会等）に確認
して回答すること

平成28年に改定した検
診機関用チェックリストに
基づいて、検診機関の定
義等に関する解説を追
加した。

１．生活習慣病検診等管理指導協議会の組織・運営 １．生活習慣病検診等管理指導協議会の組織・運営

(1) 子宮がん部会は、保健所、医師会、がん検診関連学会に
所属する学識経験者、臨床検査技師等子宮頸がん検診に係
わる専門家によって構成されているか

(1) 子宮がん部会は、保健所、医師会、がん検診関連学会に所属す
る学識経験者、臨床検査技師等子宮頸がん検診に係わる専門家に
よって構成されているか

(2) 子宮がん部会は、市町村が策定した検診結果について検
診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検診実
施機関、精密検査機関等と調整を行っているか

(2) 子宮がん部会は、市区町村が策定した検診実施計画/検診体制
等について検診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、
検診実施機関、細胞診判定施設、精密検査機関等と調整を行ってい
るか

「市区町村用チェックリス
ト」と表記を揃えるため、
「市区町村」、「検診機関
」で統一（以下同様）。

子宮頸がん検診では自
施設で細胞診判定を行う
検診機関は少なく、細胞
診判定施設の役割は重
要なため追加した。

(3) 年に1回以上、定期的に子宮がん部会を開催しているか (3) 年に1回以上、定期的に子宮がん部会を開催しているか

(4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診等従事者講習会
を開催しているか

(4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診等従事者講習会を開催
しているか

２．受診者の把握 ２．受診者数・受診率の集計

(1) 対象者数（推計を含む）を把握しているか (1)対象者数（推計でも可）を把握しているか

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(2) 受診者数を把握しているか (2)受診者数・受診率を集計しているか

(2-a) 受診者数（率）を年齢階級別に集計しているか (2-a) 受診者数・受診率を年齢5歳階級別に集計しているか

(2-b) 受診者数（率）を市町村別に集計しているか (2-b) 受診者数・受診率を市区町村別に集計しているか

(2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか (2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか

(2-d) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(2-d) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

３．要精検率の把握 ３．要精検率の集計

(1) 要精検率を把握しているか (1) 要精検率を集計しているか
注2）

・「市区町村用チェックリ
スト」の文言と統一した
・「地域保健・健康増進
事業報告作成要領」に従
って要精検の定義を追
加した。

(1-a) 要精検率を年齢階級別に集計しているか (1-a) 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか
注2）

(1-b) 要精検率を市町村別に集計しているか (1-b) 要精検率を市区町村別に集計しているか
注2）

(1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか (1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか
注2）

(1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1,2）

４．精検受診率の把握 ４．精検受診率の集計

(1) 精検受診率を把握しているか (1) 精検受診率を集計しているか

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(1-a) 精検受診率を年齢階級別に集計しているか (1-a) 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) 精検受診率を市町村別に集計しているか (1-b) 精検受診率を市区町村別に集計しているか

(1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか (1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか

(1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか
注1）

(2) 精検未把握率を把握しているか
注2） (2) 精検未受診率と未把握率を定義に従って区別して把握している

か
注3)
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５．精密検査結果の把握 ５．精密検査結果の集計

(1) がん発見率を把握しているか (1) 子宮頸がん発見率を集計しているか ・「市区町村用チェックリ
スト」の文言と統一した
・がん検診の対象は当該
臓器のみであることを強
調するため、「〇〇がん」
の表記で統一した（以下
同様）。

(1-a) がん発見率を年齢階級別に集計しているか (1-a) 子宮頸がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) がん発見率を市町村別に集計しているか (1-b) 子宮頸がん発見率を市区町村別に集計しているか

(1-c) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか (1-c) 子宮頸がん発見率を検診実施機関別に集計しているか

(1-d) がん発見率を受診歴別
注1)

に集計しているか (1-d) 子宮頸がん発見率を過去の受診歴別に集計しているか
注1）

(2) 上皮内がん割合
注3）

（発見がん数に対する上皮内がん数）
を把握しているか

(2)上皮内病変（CIN・AIS）の数を集計しているか
注4）

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

(2-a) 上皮内がん割合を年齢階級別に集計しているか
(2-a) 上皮内病変（CIN・AIS）の数を年齢5歳階級別に集計しているか
注4）

(2-b) 上皮内がん割合を市町村別に集計しているか (2-b) 上皮内病変（CIN・AIS）の数を市区町村別に集計しているか
注4）

(2-c) 上皮内がん割合を検診実施機関別に集計しているか
(2-c) 上皮内病変（CIN・AIS）の数を検診実施機関別に集計している

か
注4）

(2-d) 上皮内がん割合を受診歴別
注1)

に集計しているか
(2-d) 上皮内病変（CIN・AIS）の数を過去の受診歴別に集計している

か
注1,4）

（3）微小浸潤がん割合
注４）

（発見がん数に対する微小浸潤がん
数） を把握しているか

（3）進行度がⅠA期の子宮頸がんの割合を（子宮頸がん発見数に対
する進行度がⅠA期のがんの数）を集計しているか。

「市区町村用チェックリス
ト」の文言と統一した

（3-a）微小浸潤がん割合を年齢階級別に集計しているか  
（3-a）進行度がⅠA期の子宮頸がんの割合を年齢5歳階級別に集計
しているか  

（3-b）進行度がⅠA期の子宮頸がんの割合を市区町村別に集計して
いるか  

（3-ｂ）微小浸潤がん割合を検診実施機関別に集計しているか
（3-c）進行度がⅠA期の子宮頸がんの割合を検診実施機関別に集
計しているか

（3-c) 微小浸潤がん割合を受診歴別
注2)

に集計しているか
（3-d)進行度がⅠA期の子宮頸がんの割合を過去の受診歴別に集計

しているか
注1)

(4) 陽性反応適中度を把握しているか

削除

陽性反応適中度は国の
基準値設定の対象から
外れるため（予定）、チェ
ックリストからも削除した

(4-a) 陽性反応適中度を年齢階級別に集計しているか

(4-b) 陽性反応適中度を市町村別に集計しているか

(4-c) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか

(4-d) 陽性反応適中度を受診歴別
注1)

に集計しているか

(5) 発見子宮頚がんについて追跡調査を実施しているか

下段へ移動

発見がんの詳細な調査
について、「地域保健・健
康増進事業報告」を超え
るものは「７．追加調査」
に移した

(5-a) 発見子宮頚がんの追跡所見・病理所見について把握し
ているか

(5-b) 発見子宮頚がんの予後調査（生存率・死亡率の分析な
ど）を実施しているか

６．偶発症の把握

(1)検診中/検診後の重篤な偶発症を把握しているか

※入院治療を要するものとする。（例：細胞診採取後の子宮腟部から
の多量出血等）。

・現行の「８．不利益
の調査」から偶発症に
関する項目を独立させ
た。

・項目内容は「地域保
健・健康増進事業報告
」作成要領を基にした
。

(2)検診中/検診後の偶発症による死亡を把握しているか

※がんの見逃しによるものを除く

(3)精密検査中/精密検査後の重篤な偶発症を把握しているか

※入院治療を要するものとする（例：組織診後の多量出血、検査後の
骨盤内感染症等）。

(4)精密検査中/精密検査後の偶発症による死亡を把握しているか

※がんの見逃しによるものを除く。
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７．追加調査

(1)発見子宮頸がんの病期/進行度・組織型・治療法について把握し
ているか

現時点で都道府県が実施
可能な必要最低限の項目
に限定した。全都道府県
でのがん登録の活用はま
だ難しく、まずは体制整備
が必要である。この点は
今後国からも支援が必要
である。

(2)がん登録を活用して、感度・特異度の算出や、予後調査ができる
ような体制を作っているか

６．偽陰性例（がん）の把握

削除

がん登録データの活用
は偽陰性把握の手法の
一つである。また現時点
では、実際にがん登録を
精度管理に活用出来る
県は限られている。さら
に偽陰性の定義が統一
されていない。

このような状況では本項
目群が「全都道府県が
行うべき最低限の精度
管理事項」とはまだ言え
ないため、チェックリスト
から削除した。
代替項目として「７．追加
調査（2）」を新設した。

(1) 受診者の追跡調査や地域がん登録等により、検診受診後
の子宮頚がんを把握しているか

(2) 検診受診後2年未満に発見された子宮頚がん（偽陰性例）
を把握しているか

(3) 検診受診後2年以上経過してから発見された子宮頚がんを
把握しているか

７．がん登録への参加（実施地域のみ）

(1) 地域がん登録を実施しているか

(2) 地域がん登録に対して、症例を提供しているか

(3) 偽陰性例の把握のために、地域がん登録のデータを活用
しているか

(4) 予後の追跡のために、地域がん登録のデータを活用してい
るか
８．不利益の調査

(1) 検診受診後6ヶ月（1年）以内の死亡者を把握しているか

上段に移動

(2) 精密検査による偶発症を把握しているか

(2-a) 治療が必要な中等度以上の出血例を把握しているか

(2-b) その他の重要な偶発症（感染症等）を把握しているか

９．事業評価に関する検討 ８．精度管理評価に関する検討

(1) チェックリストに基づく検討を実施しているか

削除（下段のとおり、構成も含めて全面改定）

(1-a) 個々の市町村のチェックリストについて把握・検討しているか

(1-b) 個々の検診実施機関のチェックリストについて把握・検討しているか

(2) 要精検率等のプロセス指標に基づく検討を実施しているか

(2-a) プロセス指標について、全国数値との比較や、各市町村間、検診実
施機関間でのばらつきの確認等の検証を実施しているか

(2-b) プロセス指標において問題が認められた市町村から、聞き取り調査
等を実施しているか

(2-c) プロセス指標において問題が認められた検診実施機関から、聞き
取り調査等を実施しているか

(3) チェックリストやプロセス指標において問題が認められた検診実施機
関に対して、実地による調査・指導等を実施しているか

(4) 実地調査等により不適正な検診実施機関が認められた場合には、市
町村に対して委託先の変更を助言するなど、適切に対応しているか
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(1)精度管理評価を行っているか

がん部会の役割や具体
的な実施事項について
は、国の指針等を基に厚
労省研究班で議論し項
目化した。

精度管理評価の具体的
実施事項については、「
市町村用チェックリスト」
の構成や文言と齟齬が
ないようにした。

(1-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って

いるか
注5)

(1-b) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行って

いるか
注5)

(1-c) 市区町村毎のプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
注5)

(1-d) 検診機関毎のプロセス指標値を把握し、評価を行っているか
注5)

(2)評価の低い、もしくは指標に疑義（※）のある市区町村や検診機関
に、聞き取り調査や現場訪問を行って、原因を検討しているか

※チェックリストの回答やプロセス指標値に疑問がある場合など。

(3)上記の評価結果を踏まえて、精度管理上の課題と改善策を策定し
ているか

(4)評価手法や評価結果の解釈、聞き取り調査の方針、改善策の内
容等についてがん部会に諮り、具体的な助言を受けているか

１０．事業評価の結果に基づく指導・助言 ９．評価と改善策のフィードバック（指導・助言）

(1) 事業評価の結果に基づき、指導・助言等を実施しているか

削除（構成含めて全面改定）

(1-a) 事業評価の結果を報告書に取りまとめ、市町村や検診実施機関に
配布しているか

(1-b) 事業評価の結果について、市町村や検診実施機関に対する説明会
を開催しているか

(1-c) 事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対して個別の
指導・助言を実施しているか

(1)市区町村に精度管理評価を個別にフィードバックしているか
注6)

がん部会の役割や具体
的な実施事項について
は、国の指針等を基に厚
労省研究班で議論し項
目化した。

具体的なフィードバック
事項については、「市町
村用チェックリスト」の構
成や文言を基にした。

(1-a)「市区町村用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注6)

(1-b)市区町村毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注6)

(1-c)精度管理に課題のある市区町村に改善策をフィードバックして

いるか
注6)

(2)検診機関に精度管理評価を個別にフィードバックしているか
注6)

(2-a)「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注6)

(2-b)検診機関毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしてい

るか
注6)

(2-c)精度管理に課題のある検診機関に改善策をフィードバックして

いるか
注6)

(3)フィードバックの手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助
言を受けているか

（4）前年度までにフィードバックした改善策の実行状況について、市
区町村/検診機関への聞き取り調査等により確認しているか

改善策が実行されない
と精度管理改善につな
がらないため、実行状
況の確認は必要である
。

また、改善策の実行に
は1年以上かかる場合
もあるため、フィードバ
ックの時期は限定せず「
前年度までに」行ったも
のとした。
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１０．評価と改善策の公表

(2) 事業評価の結果を、個別の市町村や検診実施機関の状況
も含めて、ホームページ等で公表しているか (1) 精度管理評価をホームページ等で公表しているか

注7)

がん部会の役割や具体
的な実施事項、および公
表項目については、国の
指針等を基に厚労省研
究班で議論し項目化した
。

 
(1-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表して

いるか
注7）

 (1-b)市区町村毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか
注7)

(1-c) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表して

いるか
注7)

(1-d) 検診機関毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか
注7）

(1-e）精度管理が要改善の市区町村について、フィードバックした改

善策の内容を公表しているか
注7）

(1-f）精度管理が要改善の検診機関について、フィードバックした改

善策の内容を公表しているか
注7）

(1-g) 「都道府県用チェックリスト」の遵守状況（自己点検結果）を公表
しているか

(1-h) 県としてのプロセス指標値（自己点検結果）を公表しているか

(2)公表の手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助言を受
けているか

注1）初回受診者（初回の定義は過去3年に受診歴がない者）
及び逐年検診受診者等の受診歴別

注1）初回受診者（初回の定義は過去3年に受診歴がない者）及び逐
年検診受診者等の受診歴別

注2)要精検の定義
細胞診の結果がNILM（陰性）以外、及び判定不能とされた者。問診
結果のみでは要精密検査としない。

厚生労働省の報告書、
最新の「地域保健・健康
増進事業報告作成要領
」等に基づいて定義を追
加した。

注2）　未把握は、精検受診の有無が分からないもの。および
（精検受診したとしても）精検結果が正確に分からないもの全
て。　本報告書（今後の我が国におけるがん検診事業の在り方
について　報告書　平成20年3月）別添6参照

注3)精検受診、未受診、未把握の定義
①【精検受診】：精検機関より精検結果の報告があったもの。もしくは
受診者が詳細（精検日・受診機関・精検法・精検結果の4つ全て）を申
告したもの。（※）
②【精検未受診】：要精検者が精検機関に行かなかったことが判明し
ているもの（受診者本人の申告及び精検機関で受診の事実が確認さ
れないもの）、及び精検として不適切な検査（ASC-USを除く要精検者
に対する、細胞診のみの再検等）が行われたもの。
③【精検未把握】：精検受診の有無が分からないもの、及び（精検受
診したとしても）精検結果が正確に報告されないもの。
※精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、
「地域保健・健康増進事業報告」の「精検受診の有無別人数」では「
精検受診」とし、精検結果の区分としては「がん疑い又は未確定」に
計上する。

注3）上皮内がんは、がんの浸潤が子宮頸部の上皮内のみに
留まるもの

注4)病変をCIN1、CIN2、CIN3、AISの区分に分けて集計すること

注4）微小浸潤がんは、病期Ia1およびIa2期のもの 削除

注5）全国や他都道府県との比較、県内市町村間/検診機関間の
ばらつきの確認など

注6）資料配布や説明会の開催など

注7）検診の質について住民が自ら判断できるように分かりやすく
公表する必要がある。そのためには市区町村名、検診機関名を
付記して公表することが必須である。
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